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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

⒈法令や社内基準に基づく基本ルールを遵守して、災害の

ない職場環境を目指し、労働災害防止を図ります。

⒉労働者間のコミュニケーションを図り、安全意識の向上に

努め協調性のある環境づくりに取り組みます。

⒊働きやすい快適な職場づくりを推進し、健康診断や健康

指導を産業医と連携して労働者の健康づくりに努めます。

⒋高年齢労働者に配慮した働きやすい職場環境を整え、災害

発生の未然防止に努めます。


